
神奈川県内広域水道企業団で電子保証が始まりました︕

1. ご利用条件

3. お手続きの流れ
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お客さま（４．お申し込み手続き）P2参照 P3、 P4参照お客さま（５．発行後のお手続き）保証会社

❺認証キーの提出

❸保証証書（電子）の送信
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2. 電子保証の仕組み
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電 子 保 証 と は 、こ れ まで 書 面で
ご 提 供 し て い た 保 証 証 書 に つい
て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 通 じ て 電 子
的 に 提 供 で き る よ う に し た も の
で す 。

D-Sureは、電子証書を集中管理
し、発 注 者 が 閲 覧 で き る 仕 組 み
を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 提 供 す る
ク ラ ウ ド サ ー ビ ス で す 。 日本電子
認証株式会社（NDN）が 運 営
し て い ま す 。

認証キーは、発注者がD-Sureで
電子証書を閲覧す る ため の 暗証
番号で す 。 お 客 さ ま は 従 来 の 紙
の 保 証 証 書 に 代 わ っ て 認 証 キ ー
を発注者に提出します。
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• インターネット保証サービス（Net Desk）が利用できること
• 神奈川県内広域水道企業団が電子保証の利用を認めた契約であること
• 令和8年7月1日以降に落札が決定した案件であること



4. お申し込み手続き
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お申し込みはネットデスクからとなります。

○○建設 株式会社

前払金保証、契約保証ごとに「電子保証
（認証キーを含む）を」選択します。

「希望する」を選択し、メールアドレスを入力
し ま す 。 電 子 保 証 の 発 行 手 続 き が 終 わ
り ま し た ら 、 メ ー ル に て お 知 ら せ し ま す 。

○○銀行 ××支店

20,000,000

5,000,000

神奈川支店

*****@****.co.jp



○○建設 株式会社 様保証契約一覧
電子保証履歴一覧

5. 発行後のお手続き
保証会社で電子証書の発行手続きが完了しますと、お客さまに「電子保証（認証キー）発行完了のお知らせ」を

電子メールにて送信いたします。
メールが届きましたら、トップページの①保証契約一覧をクリックし、②電子保証(認証キー)タブを選択して

下さい。続いて、③詳細を クリックし、④保証契約内容をご 確認のうえ、⑤「電子保証にか かる「 認証キー」の
お知らせ」（PDF）をダウンロードしてください。

ようこそ、ネットデスクへ ○○建設 株式会社 様

P4 ④参照 P4 ⑤参照

電子保証概要（前払金保証）※最新の情報を表示しています。

電子保証情報（履歴情報）※訂正、変更取消された履歴は表示されません。
電子保証発行日時とは、発注者が保証証書を確認するシステム（プラットフォーム）に保証証書が到着した日時のことです。

印刷方法について認証キー Z28YUE4J3Bux

No. 電子保証発行日時 対象

印 刷

選 択1
4電子保証

認証キー ※発注者にお知らせください。（印刷ボタンをクリックして、PDF データを発注者に提出することをお奨めします。）

全体トップへ ロ グ ア ウ ト

全 体 ト ッ プ の ヘ ル プ
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全体トップへ ロ グ ア ウ ト

保 証 契 約 一 覧 の ヘ ル プ

JV名株式会社 様○○建設請負契約者35075-00000M保証契約番号

工事名

20,000,000 円保証金額50,000,000 円

発注者名

請負金額

○○銀行 ××支店預託金融機関前払金保証商品名

2026/07/04 09:00 新規

1

○○建設 株式会社 様保証契約一覧
全体トップへ ロ グ ア ウ ト

保 証 契 約 一 覧 の ヘ ル プ

○○建設 株式会社

2026/07/01

保 証 申 込 電子保証（認証キー） 契約保証予約（入札ボンド）

35075-00000M
神奈川県内広域水道企業団 企業長

〇〇浄水場△△修繕工事
50,000,000円 詳 細

2

3

5

4

神奈川県内広域水道企業団 企業長

〇〇浄水場△△修繕工事
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当会社は、前払金保証約款に基づき上記のとおり保証契約を締結し、その責に任じます。

印 刷 閉 じ る

営業部
TEL：03-3551-9511

FAX：0120-027-036

東京都中央区八丁堀２丁目２７番１０号
東日本建設業保証株式会社
取締役社長
栗田 卓也

保 証 証 書（ 書 面 ）の 発 行 は 行 わ な い
電 子 的 な 取 扱 と な り ま す保証証書（前払金保証）

電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ

【発注者様へのお願い】

「保証確認サービス （D - S u r e ） 」 にログインし、 上記の 「保証契約番号」 と 「認

証キー 」 を もって電子証書を閲覧くだ さい 。

「 電 子 保 証 に か か る 「 認 証 キ ー 」 の お 知 ら せ 」 を
ダ ウ ン ロ ー ド し 保 存 し て く だ さ い 。

「電子保証」が別ウィンドウにて表示されます。申込
内容と間違いないかご確認ください。

お問い合わせ先
神奈川支店

電 話 番 号
メールアドレス

特設サイト公開中
当 社 ホ ー ム ペ ー ジ の 「 電 子 保 証 」 に 関 す る 特 設 サ イ ト で は 、
「 電子保証の仕組み」と「認証キーの取得方法、発注者への
提 出 方 法 」 を 分 か り や す く 解 説 し た 動 画 を 公 開 し て い ま す 。
ぜ ひ ご 覧 く だ さ い 。
URL：https :/ /www.e jcs .co . jp/e-surety/

電子保証の仕組み 認証キーの取得方法
発注者への提出方法

6.

④ 保証契約内容の確認画面 ⑤ 「認証キー」のダウンロード画面

電子証書を 「保証確認サービス （ D - S u r e ） 」 に掲載しましたので、 お知らせしま

す。

つ き ま し て は、 お客様にて下記内容をご確認いただき、 次のいずれかの方法でこの

P D F フ ァ イ ル を 発注者様に ご提出くだ さい 。

①電 子 契 約 システムへ の アップロー ド

又は

②電子メールに添付して送信

電子保証のご利用にあたっては、 発注者様への 「保証契約番号」 と 「認証キー」 のご

提出をもって、 前払金請求手続 （前払金保証）、 又は請負契約締結手続 （契約保証）が

完了いたします。

ご不明な点がございましたら、 当 社の営業部 ・ 支店までお問い合わせください。

記

工 事 名 ： 〇〇浄水場△△修繕工事

受 注 者 名 ： ○○建設 株式会社

（ J V の場合は代表者）

商品 （保証区分） ： 前払金保証

保 証 契 約 番 号 ： 35075-00001M

認 証 キ ー ： Z28YUE4J3Bux

神奈川県内広域水道企業団へのご提出

045-662-8203（土日祝日・年末年始除く 9︓00〜17︓00）
ka.mlad1@ejcs.co.jp

令和00年00月00日

35075-00000M保証契約番号

神奈川県横浜市〇〇区○○町0-00-0
●●建設 株式会社保証契約者

神奈川県内広域水道企業団 企業長被保証者

20,000,000 円保証金額（総額）

令和9年3月31日保証期限

〇〇浄水場△△修繕工事工事名

50,000,000 円請負金額（総額）

令和8年7月1日 ~令和9年3月31日工期

令和8年7月1日請負契約日

○○銀行 ××支店預託金融機関

取扱箇所 神奈川支店
TEL︓045-662-8203
FAX︓0120-027-356

ダウンロードした「電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ」（PDF）及びその他の必要書類と合わせて、電子メールを利
用して神奈川県内広域水道企業団 総務部契約検査課にご提出ください。この「認証キー」を使って、神奈川県内広域水道
企業団は保証契約の内容を確認します。 提出先メールアドレス︓keiyaku@kwsa.or.jp

2025.1

・インターネット保証サービス利用規約に基づき、お客さまに代わり、発注者に対して保証証書を当社で提出しています。

・ご覧いただいている本画面の情報は、発注者に提出した保証証書と同一です。

（注）1. 保 証 契 約 を 変 更 す る 場 合 は 、 表 題 の 下 に 変 更 ー の 表 示 と 変 更 の 発 生 番 号 を 付 記 し 、 変 更 後 の 契 約 内 容 を 表 示 し ま す 。
2. 請 負 金 額 の み の 変 更 の 場 合 は 、 こ の 保 証 契 約 の 効 力 に 影 響 を 及 ぼ さ な い の で 、 保 証 契 約 変 更 の 手 続 き を と る 必 要 は あ り ま せ ん 。
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